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１．はじめに 

東日本大震災では、人命救助や物資輸送のため、

道路の被災状況の把握、地震および津波により被

災した道路の啓開および復旧を迅速に行うことが、

道路管理者に要求された。また、これらの活動を

支援するため、全国各地の地方整備局の職員が被

災地に派遣された。 

今後、道路管理者が大規模地震への対応を迅速

に行うためには、本災害における具体的な対応状

況と得られた課題や教訓を取りまとめ、残してい

くことが重要である。そこで、これらの対応にあ

たった職員約100名を対象にそれぞれ2時間程度の

ヒアリング調査を行った。 

 

２．東日本大震災における道路管理者の対応調査  

道路管理者の対応調査では、本災害で大きな被

災を受けた東北地方および関東地方の直轄道路を

管理するそれぞれの整備局の道路管理者を対象に

調査を行った。また、直轄道路以外を管理する各

県(岩手、宮城、福島、茨城、千葉)および政令市(仙

台)にも同様に調査を行った。 

調査にあたっては、地震発生からの時間的なフ

ェーズを下記の様に分類してヒアリングを行うと

ともに、道路管理者の対応を｢被災および通行(啓

開)状況に関する伝達・共有｣、｢道路啓開作業に伴

うがれきの撤去｣、｢道路の復旧｣といった内容ごと

に整理してとりまとめた。 

①災害体制の確立と地震情報の収集(発災直後)： 

災害対策本部(支部)の設置とその運営(電源や

通信手段の確保、職員の交代など)、地震の震度

分布および津波などの基本的な情報収集 

②緊急点検(発災直後～１・２日後)：地震後の緊

急点検の実態と被災情報の伝達、共有 

③道路啓開、緊急対応(発災１日後から１週間程

度)：緊急車両が通行できるようにするための道

路啓開(津波によるがれきの移動など)の緊急措

置、通行規制、迂回路対応 

④応急復旧(発災１週間後から半年程度)：一般車

両の通行を条件(車線規制、車両重量など)付き

ながらも可能とした復旧内容 

⑤本復旧、復興(応急復旧以後)：本格的な復旧の

計画、実施状況や復興の現状 

そのほか、道路管理者間や警察、自衛隊との連

携と調整、情報の提供などについても調査した。 

その結果、情報伝達や啓開活動などに必要な資

機材の確保などが困難となる事象が発生しており、

被害が比較的少なかった内陸および日本海側の事

務所などからの支援により対応された事例が明ら

かとなった。 

 

３．災害支援対応の調査 

東日本大震災では広域にわたって甚大な被害が

生じたため、上記の各種作業では当該地域の道路

管理者のみでは適切な対応をすることが困難であ

った。このため全国の地方整備局の職員が、県や

市町村などへ情報収集活動を行う情報連絡員(リ

エゾン)および緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)と

して派遣された。 

これらの職員の活動状況(自治体が管理する道

路を含めた被災状況の確認など)についてのヒア

リングを行い、派遣先や派遣期間などに応じた活

動状況の特徴や問題点をとりまとめた。 

この結果、発災直後には収集した情報の伝達が

困難となる状況やそれぞれ派遣者間での連携(隣

接市町に派遣されたリエゾンの間、リエゾンと

TEC-FORCEの間など)の必要性が明らかとなった。 

また、リエゾン、TEC-FORCEの活動を後方から支

援するロジスティクス担当(派遣者の活動管理、移

動・宿泊などの調整、活動物品の調達など)の重要

性が浮き彫りとなった。 

 

４．おわりに 

ヒアリング調査では、できるだけ道路管理者か

ら対応を自由に話していただき、その話題から質

問し、幅広な内容を調査することを心がけた。 

今後これらの調査結果を、情報伝達や道路復旧

といった道路管理者の役割とその行動を踏まえて

整理し、道路管理者が地震後に迅速な対応を行え

るようにするための参考資料としてとりまとめる

予定である。 

最後に、今回ヒアリング調査に対応していただ

いたみなさまには、多忙な中、ご協力を賜りまし

た。深く謝意を表します。 
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１．概要 

東日本大震災で多くの海岸保全施設が被災した

ことを受けて、「設計対象の津波高を超えた場合

でも施設の効果が粘り強く発揮できるような構造

物の技術開発を進め、整備していく」とする方針

が中央防災会議等から示された1)。そこで海岸研

究室では、青森県から千葉県にかけての海岸を施

設構造によって約1,400区間に細分し、被災状況、

構造諸元（裏法勾配、裏法尻被覆の有無等）と津

波外力の関係を分析して施設の被災メカニズムを

推察したうえで、津波に対して施設を粘り強くす

るための構造について検討した。ここでは一例と

して、被災データから得られた三面張りの海岸堤

防の裏法尻洗掘対策の方向性について紹介する。 

 

２．津波の越流水深と被災状況の関係 

 収集した被災データのうち三面張りの海岸堤防

118区間について、津波の越流水深と被災延長率

（施設延長に対する被災延長の割合）の関係を整

理したところ、約3mの越流で全壊の被災延長率が

100%となった例がある一方で、10mを越える越流水

深でも被災延長率が0%の例もあり、同じ津波外力

でも区間によって被災状況が大きく異なっていた

（図１下段）。これは現場条件や施設構造の多様

さなどが原因と考えられ、ある海岸で効果のあっ

た構造が、他の海岸でも必ず有効とは限らないこ

とを意味する。なるべく多くの事例を収集してデ

ータのばらつきを認識したうえで、活用目的に応

じてデータの扱い方を慎重に検討する必要がある。

被災状況の違いを科学的に議論する場合には、各

海岸の延長の違い等も考慮された平均値（図１上

段）が重要であるが、何としても人命を守るとい

う観点からは、図１下段に示す包絡線より厳しく

構造物の安全性を評価する必要がある。  

 

３．裏法尻被覆の有無による被災状況の違い 

裏法尻被覆の有無と全壊延長率の関係について、

2ｍ未満、2～4m等の越流水深別に各区間のデータ

を集計した結果、越流水深2～6mの範囲では裏法尻

が被覆されていた方が被災延長率は低かった（図1

上段）。越流水深6ｍ以上で差が見られない点につ

いては今後、実験等で原因を明らかにしていくこ

とが必要である。 
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図１ 裏法尻被覆の有無による三面張り海岸堤防

の被災状況の違い 
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